
　

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
は
、
病
気
や
け
が
な
ど
に

備
え
て
加
入
者
（
被
保
険
者
）
の
皆
さ
ん
が
保
険
料
を

出
し
合
い
、
医
療
機
関
で
受
診
す
る
と
き
の
医
療
費
な

ど
に
充
て
る
助
け
合
い
の
制
度
で
す
。
し
か
し
、
急
速

な
高
齢
化
な
ど
に
よ
り
国
民
の
医
療
費
は
毎
年
増
加

し
、
市
町
村
単
位
の
国
保
運
営
は
厳
し
い
状
況
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
国
保
制
度
の
財
政
安
定
化
を
図
る
た
め
、

市
町
村
が
個
別
に
運
営
し
て
い
た
同
制
度
は
、
平
成
30

年
４
月
か
ら
都
道
府
県
が
財
政
運
営
の
中
心
的
な
役
割

を
担
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
都
道
府
県

と
市
町
村
が
と
も
に
国
保
の
保
険
者
と
な
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
役
割
を
担
う
こ
と
で
、
都
道
府
県
内
で
の
支
え
合

い
と
リ
ス
ク
の
分
散
、
サ
ー
ビ
ス
機
能
の
拡
充
、
保
険

者
機
能
の
強
化
を
図
り
ま
す
（
府
と
市
の
役
割
分
担

は
左
㌻
上
表
の
と
お
り
）。
同
制
度
の
今
後
の
保
険
料
、

府
と
市
の
役
割
分
担
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
す
。

保
険
料
の
算
定
方
法
の
変
更

︽
主
な
変
更
点
︾　

　

こ
れ
ま
で
は
各
市
町
村
が
個
別
に
保
険
給
付
費
を
推

計
し
、
保
険
料
額
を
決
定
し
て
い
ま
し
た
。

　

今
後
、
京
都
府
が
各
市
町
村
ご
と
の
医
療
費
水
準
や
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増
加
す
る
医
療
費
を
適
正
な
も
の
と
す
る
た
め
、
健
康

づ
く
り
や
生
活
習
慣
病
の
予
防
、
適
正
受
診
な
ど
を
進

め
る
働
き
か
け
を
、
よ
り
積
極
的
に
行
っ
て
い
き
ま
す
。

❖
特
定
健
診
の
受
診
率
向
上
（
受
診
場
所
の
拡
大
な
ど
）

❖
重
症
化
予
防
の
推
進

❖
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
利
用
促
進　

な
ど

▼
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
は
、

　

保
険
医
療
課
（
☎
66
・
１
０
０
３
）
へ
。

所
得
水
準
を
考
慮
し
た
「
納
付
金
」
を
決
定
。
こ
れ
を

基
礎
に
し
て
各
市
町
村
の
保
険
料
額
が
決
定
し
ま
す
。

︽
変
わ
ら
な
い
こ
と
︾

❖
保
険
料
の
賦
課
・
徴
収
の
問
い
合
わ
せ
な
ど
の
窓

口
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
舞
鶴
市
で
す
。

❖
口
座
振
替
で
納
付
し
て
い
る
人
は
、
口
座
の
再
登

録
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

高
額
療
養
費
の
多
数
該
当
の
通
算
方
法
が
変
更

︽
主
な
変
更
点
︾　

　

高
額
療
養
費
制
度
で
は
、
１
年
間
の
う
ち
に
高
額
療

養
費
の
支
給
が
４
回
以
上
あ
っ
た
場
合
（
多
数
該
当
）、

自
己
負
担
限
度
額
が
低
く
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
は
、
違
う
市
町
村
に
住
所
を
異
動
し
た
場

合
、
国
保
の
資
格
を
喪
失
す
る
た
め
高
額
療
養
費
の
支

給
回
数
を
通
算
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

今
後
、
都
道
府
県
単
位
で
資
格
管
理
を
行
う
た
め
、
世

帯
の
構
成
に
変
更
が
な
け
れ
ば
支
給
回
数
を
継
続
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

︽
変
わ
ら
な
い
こ
と
︾

❖
高
額
療
養
費
を
は
じ
め
、
療
養
費
・
出
産
一
時
金
・

葬
祭
費
な
ど
の
保
険
給
付
の
届
け
出
や
問
い
合
わ

せ
窓
口
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
舞
鶴
市
で
す
。

平成 30 年３月まで
市町村が個別に国保を運営

市町村 市町村 市町村

平成 30 年４月から

市町村 市町村 市町村

都道府県が決定した納付金を納付
給付に必要な費

用を交付

都 道 府 県

国
民
健
康
保
険
制
度
が
変
更　

平
成
30
年
４
月
か
ら

市
と
府
が
保
険
者
と
し
て
運
営

【運営主体の主な変更】

京 都 府 舞 鶴 市

役 割 安定的な財政運営や効率的な事業の実施の中心的
な役割

身近な窓口として、国保証の発行・保険料の賦課・
徴収・各種届け出の受け付けなどを行う

資格管理 ❖被保険者の資格管理
❖事務の効率化、標準化、広域化を推進

❖国保証の発行
❖届け出の受け付け

保 険 料 ❖市町村ごとの標準保険料率を算定・公表
❖国保事業費納付金を決定 ❖保険料の賦課・徴収

保険給付 ❖給付に必要な費用を市町村に交付
❖保険給付の点検

❖ 高額療養費・療養費・出産育児一時金・葬祭費
等保険給付申請の受け付け、給付費の支給決定

保健事業 ❖市町村に対して必要な助言・支援 ❖特定健診・保健指導の実施
❖その他、きめ細かい保健事業の実施

京都府と舞鶴市の役割分担

後期高齢者・国保加入者  入院時の食事代が変更

　法律の改正により、４月１日から入院時の１
食あたりの食事代の自己負担額が変更。対象は
後期高齢者医療制度・国民健康保険加入者で入
院した人。住民税非課税世帯の人は変更なし。
　詳細は右表のとおり。
▶詳しくは、保険医療課 ( ☎ 66・1075、☎ 66・
1003）か西支所保健福祉係（☎ 77・2263）へ。

70歳未満 70歳以上

区分 自己負担額 区分 自己負担額
住民税課税
世帯(ｱ.ｲ.ｳ.ｴ)

360 円
⇒460円（※1）

住民税課税世帯
（一般）

360 円
⇒460円（※1）

住民税非課税
世帯 ( ｵ )

210 円（※ 2）
住民税
非課税
世帯

低所得者Ⅱ
（※ 2）

210 円（※ 2）

低所得者Ⅰ
（※ 3）

100 円※ 1  難病や小児慢性特定疾患
　　 の方などは 260 円。
※ 2  認定証の申請が必要。
　　 90 日を超える入院となった場合は申請により 160 円。
※ 3  認定証の申請が必要。

国民健康保険の被保険者証（国保証）を更新

　現在の国保証の有効期限は３月 31 日まで。新しい国保
証を３月下旬に世帯主あてに送付します。４月１日から、
新しい国保証を医療機関に提示してください。また、国保
証の資格管理を都道府県単位で行うことになるため様式が
一部変更になります。国保証が届いたら、住所・氏名など
の記載内容や加入者全員の国保証があるか確認を。次に該
当する人は届け出をお願いします。
▪社会保険など、他の健康保険に加入した
　⇒社会保険証（コピー可）を持参し届け出を。
▪修学のために住民票を異動し転出した
　⇒在学証明書または学生証（コピー可）など、在学中で
　　あることがわかる証明書を持参し届け出を。
▪社会福祉施設入所のため住民票を異動し転出した
　⇒入所証明書など入所中であることがわかるものを持参
　　し届け出を。
※届け出の際は上記の書類の他に、国保証、認印、世帯主と対
象者のマイナンバーのわかるもの、運転免許証など届出人の本
人確認ができるものを持参してください。

▶詳しくは、保険医療課（☎ 66・1003）か西支所保健福
祉係（☎ 77・2263）へ。

現　行

平成30年4月以降

交付者名：舞鶴市

都道府県名

舞鶴市での資格取得日
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